
【 】 1 月 5 日（木曜日）～20 日（金曜日） 平日 9：00～16：30 事務局または研修室  

※ 1 月 7 日（土曜日）は 12 時まで受け付けます。 

【 】 一事業所あたり 1,000 円（税込） ※2 名以上から、1 名ごとに 200 円（税込）加算します 

【 】  

① 税務署から送付された「年末調整書類が入った封筒（Ａ４サイズ）」 

※ わかる範囲で記入を済ませてください。 源泉徴収簿は、総支給金額、算出税額をご記入ください。 

② 市町村から送付された「給与支払報告書が入った封筒（熊本市はＡ4 サイズ）」 

③ 昨年分（令和 3 年分）の年末調整書類一式  

④ 専従者や従業員が提出した証明書等 

※ 生命保険料・地震保険料控除証明書、国民年金等の各種控除証明書などをご持参ください。 

※ 国民健康保険料は、年間支払額を確認してください。 

⑤ 事業主・給与受給者とその扶養者のマイナンバー（個人番号） ※番号を控えてきてください 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます 
皆さまにとりまして健やかな一年となりますようお祈り申し上げます  

 

☆事務局よりお知らせ☆ ～お越しの際はかならずマスク着用をお願いします～ 

※ご来訪・ご相談等はすべて「完全予約制」となります 

ご予約がない場合はお断りすることがあります。  

お越しの前にはかならず検温され、平熱であることをご確認の上お越しください。  

※いよいよ確定申告期間が迫ってきました。皆さま、確定申告準備は万全ですか？ 

「決算・確定申告個別相談」につきましては、裏面に詳報していますが、ご不明な点が  

ありましたらいつでもご連絡ください。  

   確定申告のご予約は随時お受けしております。  

★当会の仕事始めは４日（水）13 時ですが、通常業務は５日（木）9 時からとなります。 

 

年末調整個別相談  ※ 確定申告期（2 月 1 日以降）はお受けできません。ご注意ください。 

事業主の源泉税納付期限は 1 月 20 日(金)、源泉徴収票などの書類提出期限は 1 月 31 日

(火) です。 納付税額が０円でも、管轄税務署と市町村へ報告する必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 令和4 年（2022 年）分「源泉徴収簿」は、昨年分の年末調整書類に入っています。 

今回税務署より送付された「源泉徴収簿」は「令和 5年（2023 年）分」です。 

「令和4 年（2022 年）分 源泉徴収簿」に各人の給与支払額や合計額、その他わかる範囲で記入を 

お願いします。 

★ 用紙の枚数が足りない場合は、コピーをしてください。 

★ 国税庁ＨＰ「年末調整がよくわかるページ」が開設されています。ぜひご利用ください。 

★ 完全予約制です。事前にご予約のお電話をいただきますようお願いします。 

 

 

 

 

(TEL) 096－354－5333  (FAX) 096－322－8604 
(ホームページ) http://www.kumamoto-aoiro.com （『一般熊本西』で検索できます）  
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裏面は「確定申告個別相談」特集です。ぜひお読みください。 

http://www.kumamoto-aoiro.com/


決算・確定申告（所得税・消費税）個別相談 

＊すべてのご相談は「完全予約制」です！ 期間中はインボイス制度のご相談はお受けできません。 

感染予防のため、お越しの際はできるだけおひとりでお越しください。 

ご予約は、お早目にご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

なお、申告する方が 2 名以上の場合は、ご予約時にかならずお伝えください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 月 1 日から 3 月 15 日までは 月曜日～土曜日（日・祝日のぞく）お受けいたします。  

※ 3 月 16 日から 31 日までは 月曜日と木曜日（祝日の場合は翌日）のみ お受けします。 

※ 会計ソフト「ブルーリターンＡ」をご利用の方は、1 月中旬配信予定の「ブルーリターンＡ2023」 

のインストールを済ませてお越しください。CD ご利用の方で、事前郵送を希望される方は、  

お手数ですがご連絡いただきますようお願いします。 

※ 会計ソフト「ブルーリターンＡ」は、すべての入力を済ませてお越しください。  

 

★当会にお越しの前までに チェック ☑ してみましょう★ 
 

かならず持参するもの  
□ マイナンバー（申告者本人・配偶者・扶養者・専従者など）のわかるもの  

□ 所轄税務署から送付された「確定申告のお知らせ文書（ハガキか封書）」または確定申告書類一式 

が入った A4 封筒  ⇒ 中に大切な情報が記載されています。かならずご持参ください。 

□ 過去 2 年分 決算書または収支内訳書（控）、所得税・消費税の確定申告書（控） 

□ 令和 4 年分 給与等の源泉徴収票（給与所得がある方のみ） 

□ 令和 4 年分 公的年金の源泉徴収票（年金受給者の方のみ） 

□ 土地・建物・株式等の売買契約書や各種明細書（譲渡所得がある方のみ） 

□ 小規模企業共済掛金・生命保険料・地震保険料・寄付金等の控除証明書  

□ 住宅取得控除関係書類（令和 4 年中に住宅等取得の方、また、住宅取得して 10 年経過しない方） 

□ 医療機関等の領収書  

※ かならず金額等を集計してきてください。会計ソフト「ブルーリターン A」をご利用の方は  

 「BRA 医療費等明細ツール」を使って入力を済ませてください。  

□ 車など固定資産の購入（10 万円以上）があった方は、内容のわかる領収証など  

□ 金融機関からの借入金がある方は、返済予定表など令和 4 年 12 月末残高がわかる書類  

□ ノートパソコン、データを保存したＵＳＢメモリ等（会計ソフトご利用の方）  

※ デスクトップパソコンをお使いの方は、ＵＳＢメモリ等記憶媒体にデータ保存をしてから 

お越しください。  

□ 筆記具、電卓ほか必要と思われる書類  

かならず調べてくること 
□ 令和 4 年 12 月 31 日現在の棚卸金額（商品在庫がある方） 

□ 令和 4 年中に納めた社会保険料（国民年金・国民健康保険料・介護保険料等）の金額  

【期  間】 ２月 1 日（水）～  所得税  3 月 15 日（水）､消費税  3 月 31 日（金） 

【相談時間】 9：00～16：00 （12:00～13:00 は休憩時間です！）  

9：00～、10：00～、11：00～、13：00～、14：00～、15：00～のいずれか  

★相談時間は、申告者おひとりあたり 50 分間を限度といたします。  

★できるだけ 1 回のご相談で申告が終了するよう、ご協力ください。  

【相 談 料】 相談および提出料 ○所 5,000 円 ○消 5,000 円（いずれもお一人・税込）  

★土地・建物・株等の譲渡所得がある方は、6,000 円（加算 1,000 円）です。 

★給与所得や年金所得のみの方は 1,000 円いただきます。 

。） 

 

◎ 給与所得・年金所得のみ申告（A 申告）の方は 1,000 円です。 

★ その他ご不明な点は事務局までどうぞ ★ 
次号「青色だより Vol．108」は４月１日発行予定です！ 

 


